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【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｌ   9/00     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ  29/84    　　　Ｂ
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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月1日(2014.9.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧力センサであって、前記圧力センサは、
　ピエゾ抵抗センサ・チップ素子２であって、前記ピエゾ抵抗センサ・チップ素子２は、
素子２の周りを流れる圧力媒体１４の圧力を測定するために、閉じたチップ・キャビティ
２７を有し、前記素子２は、素子下面５を有する、ピエゾ抵抗センサ・チップ素子２と、
　基板上面７を有する基板６であって、前記基板上面７に前記センサ・チップ素子２がそ
の下面５で固定される、基板６とを含み、
　前記下面５は、接着領域８を含み且つ外縁部１０を有し、前記下面５は、前記接着領域
８内で前記基板上面７に接着されるが、必ずしも、前記接着領域８の全体で接着される必
要はなく、下面５は、下面５が前記基板上面７に接着しない非接着領域９を有し、前記非
接着領域９は、前記下面５の中央に位置付けられた、少なくとも円形領域１５上に延在し
、前記円形領域１５は、前記素子下面５の全表面積の３分の１を占めており、前記非接着
領域９は、前記円形領域１５から前記下面５の縁部１０までの少なくとも１つの連通領域
１６を含み、前記圧力媒体１４の圧力が前記連通領域１６を通して前記素子下面５の前記
非接着領域９の下の空間内に及ぶことができるようになっている、圧力センサにおいて、
　前記基板６は、前記センサ・チップ素子２の下の中央に位置付けられた凹部２０を有す
る、ことを特徴とする圧力センサ。
【請求項２】
　前記凹部２０がドリルホールであることを特徴とする、請求項１に記載の圧力センサ。
【請求項３】
　前記素子下面５が長方形であり、前記凹部２０の直径が、縁部の長さ２２よりも大きく
前記素子下面５の対角線２３よりも小さいことを特徴とする、請求項１又は２に記載の圧
力センサ。
【請求項４】
　前記非接着領域９が、前記素子下面５に対向して位置付けられた少なくとも前記凹部２
０の領域を占有することを特徴とする、請求項１から３までのいずれか一項に記載の圧力
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センサ。
【請求項５】
　前記凹部２０が、前記下面５の中央に位置付けられた、少なくとも円形領域１５上に延
在し、前記円形領域１５は、前記素子下面５の全表面積の３分の１を占有しており、前記
凹部２０が、前記円形領域１５から前記下面５の縁部１０までの少なくとも１つの連通領
域１６を含み、前記圧力媒体１４の圧力が前記連通領域１６を通して前記素子下面５の前
記非接着領域９の下の空間内に及ぶことができるようになっていることを特徴とする、請
求項１から４までのいずれか一項に記載の圧力センサ。
【請求項６】
　前記接着領域８が、センサ軸１７と同軸の、実質的に円形のライン１８に適用されるこ
とを特徴とする、請求項１から５までのいずれか一項に記載の圧力センサ。
【請求項７】
　前記接着領域８が、個々に離れた点又は個々に離れたセグメントからなることを特徴と
する、請求項１から６までのいずれか一項に記載の圧力センサ。
【請求項８】
　前記接着領域８が、前記下面５のコーナー・ポイント１９に取り付けられることを特徴
とする、請求項１から７までのいずれかに記載の圧力センサ。
【請求項９】
　前記接着領域８が、合計で前記素子下面５の２０％未満、好ましくは５％未満を占有す
ることを特徴とする、請求項１から８までのいずれか一項に記載の圧力センサ。
【請求項１０】
　前記センサが、５．０×１０６Ｎ／ｍ２（５０バール）よりも高い圧力を測定するのに
適切な高圧センサであることを特徴とする、請求項１から９までのいずれか一項に記載の
圧力センサ。
【請求項１１】
　前記センサ・チップ素子２が、接着剤物質２４を介して前記基板６に接着されることを
特徴とする、請求項１から１０までのいずれか一項に記載の圧力センサ。
【請求項１２】
　前記接着剤物質２４が、少なくとも１００％、好ましくは２００％の線形拡張を維持す
ることができることを特徴とする、請求項１１に記載の圧力センサ。
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